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福島県における海産魚介類の放射能検査体制

１ 県が行うモニタリング検査

・食品の安全性を確認するための公的検査
・毎週定期的に実施（２００検体前後／週）
・出荷制限の解除
・試験操業対象種の選定

・安心して食べていただくための自主検査
・水揚げ日毎に、各市場で実施
・２５Ｂｑ／ｋｇを超えた場合は、検体を
県水産試験場にて精密検査を行う

Ｇｅ半導体検出器で検査
（福島県農業総合センター検査室）

CsIやNaIシンチレーション
検出器器で検査

（小名浜魚市場検査室）

２ 漁協が行う自主検査
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県の調査船や漁船にて
検体を採集します。

県水産試験場で魚体等
の測定を行った後に測
定できるようミンチ状に
します。

検体を県農業総合セン
ターに搬入し、放射能の
検査を行います。

検体採集 魚体の測定・前処理等 放射能検査

県のモニタリング検査

魚介類への放射能の影響を把握するため、原発事故直後の
２０１１年４月から調査を開始

＜検査の流れ＞



いわき市

相馬市

 研修を受けた漁協職員
が検査

 各検査室において、７
～１０名程度で検査

相馬といわきの各市場に
検査機器を設置
（相馬８台、いわき９台）

福島県漁連では、自主基準を５０Bq/kgに設定
市場の検査で半分の２５Bq/kgを超えた場合には、水産試験場
の検査機器で精密検査を行う

実際には、ほとんどが不検出

漁協の自主検査

安心して食べていただくために、水揚げ日毎に各市場で検査



福島県の海産魚介類の
現状について



県が行うモニタリング検査と各種調査研究

１ モニタリング検査

① 魚介類の放射能の傾向を把握
魚種別、海域別、時間経過による傾向

２ 各種研究による科学的な説明

① 年齢や雌雄別など様〄な角度から解析
② より詳細な検査（小さな数値まで把握）

③ 飼育試験 ＊委託事業

④ 加工工程における濃度把握と低減技術開発

安全・安心の確保
漁獲対象種の選定や試験操業計画策定



毎週２００検体程度（海産魚）

これまでに約4万６千検体を検査（２０１７.６まで）

１９２種類の海産魚介類を検査（２０１７.６まで）
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毎週の検査結果を県ホームページに全て掲載する
とともに、新聞等マスコミへも情報提供

http://www.pref.fukushima.lg.jp
/sec/36035e/suisanka-monita-
top.html

福島県水産課

県のモニタリング検査実績



モニタリング検査検体採取位置（2011.4～2017.7）

半径10km
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月別放射線モニタリング検査結果（海産魚介類）

100Bq/kg超（検体数）

100以下（検体数）

100超（％）

不検出（％）

□ 海産魚介類の放射性セシウム濃度は明確に低下

□ ２０１５年4月以降２年間、国の基準値超えはゼロ

□ ２０１６年１年間の合計で９５％が不検出

モニタリング検査結果の概要

９５％

０％



計算に用いた調査地点

70km

20km
5km

第一原発から５ｋｍ以上においては、事故前の水準に近づきつつある

〃 ５ｋｍ内であっても、０．１Bq/L程度まで低下している

原子力規制委員会、東京電力（株）等の調査 2011 12 13 14 15 16

汚染源の海水の放射性セシウム濃度が低下



震災前と後に生まれたヒラメの比較

事故直後の高濃度汚染水に触れていない震災後生まれ
の魚介類は、ほとんど事故の影響がない。

世代交代によって放射性セシウム濃度が低下

コウナゴのモニタリング結果

ND 2011年 12 13 14
2011年 12 13 14 15 16



1 ウミタナゴ 5 シロメバル 9 ビノスガイ

2 キツネメバル 6 スズキ 10 カサゴ

3 クロダイ 7 ヌマガレイ

4 サクラマス 8 ムラソイ

最多４４魚種について出荷制限等指示 → １０魚種まで減尐

これらの魚種は、高い数値が出やすいわけではない

検体数が尐なかったり、以前に高い数値が出た同じ場所で

採捕が足りないために解除が遅れている。

（H29.7現在）

出荷制限の現状

数値がほとんど出ないのになぜ解除されない？



ND

◆ 検体が揃えばすぐにでも解除できるレベル
◆ 生態的な説明も含め国と協議中



福島県の漁業の現状



◆ 沿岸漁業

事故直後から福島県の沿岸漁業は操業自粛
２０１２年６月以降は試験操業

◆ 沖合漁業（まき網、サンマ等）

事故後も通常操業

福島県の漁業の現状
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【 目的 】

出荷先での評価を調査

流通することで、福島の魚の

安全性をアピール
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県のモニタリング検査により、安全が確認された魚種
を対象に操業と販売を試験的に実施

試験操業の取組（沿岸漁業）

２０１２年６月から開始

試験操業は、大学の専門家
等の意見も踏まえ、慎重に
協議されたうえで実施されて
います。
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沿岸漁業の漁獲量（属地）
＊沖底含む

試験操業の漁獲量は着実に増加しているが、２０１６年の
漁獲量は、震災前１０年平均の８％とまだ低い水準

沿岸漁業の漁獲量
6月までの速報値



18

順次漁場を拡大

当初の海域
水深１５０ｍ以深

水深150ｍ

原発半径１0km内
を除く福島県全域

ただし、底びき網は
出荷出来ない魚介
類の混獲を減らす
ために水深７５ｍよ
りも深い海域に限
定

福島第一原発



出荷制限魚種等を除く全てを対象

２０１７年３月に福島県漁連の出荷方針を改定

対象種を追加し９７種まで拡大

事故前のように、販売状況をみながら
対象種を選ぶことが可能に

対象魚種の拡大
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＊ ただし、水揚げ対象種は、
いわき、相双の地区試験操業検討委員会で管理

２０１７年７月現在概ね１６０種を水揚げ対象



（１） 漁獲量の拡大
震災前の８％しかない漁獲量の拡大。
操業日数の増加、曳網回数等の増加

（２） 流通体制の再構築
震災前の販売体制へ
・作業の役割 （生産者、漁協、仲買）
・販売方法 （競り、入札）
・買人の業者数

（３） 風評対策
現在は明確な風評はないが、今後数量
が増えた時に売れ残りなどが懸念
・安全性
・検査体制
・美味しさ などをPR

本格操業に向けた課題



ま と め

○ 福島県の海産魚介類は、県のモニタリング検査に加え、
市場毎にも検査を行い安全・安心を確保

○ 福島県の海産魚介類の放射性セシウム濃度は、
ほぼ不検出のレベルまで回復

○ 今後は、本格操業に向けて漁獲量の増大が期待

安心して、福島の美味しい
魚を食べてくだい。



ご静聴ありがとうございました。


